
排
水
設
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下
水
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ン
プ
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下
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理
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処理水�
　　放流など�

下水�

　
私
た
ち
の
生
活
の
中
で
使
っ
た

水
は
汚
水
と
し
て
排
出
さ
れ
ま
す
。

下
水
道
は
、
そ
れ
を
１
箇
所
に
集

め
、
処
理
場
で
き
れ
い
な
水
に
し

て
流
す
こ
と
で
、
川
や
海
な
ど
、

美
し
い
自
然
を
守
り
、
快
適
な
生

活
環
境
を
造
り
出
す
と
い
う
大
き

な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。 

　
当
町
の
下
水
道
は
、
埼
玉
県
東

部
の
中
川
流
域
１１
市
６
町
で
構
成

す
る
中
川
流
域
下
水
道
に
属
し
て

い
ま
す
。 

　
町
か
ら
出
た
汚
水
は
、
は
る
か

３４
・
２
�
先
の
三
郷
市
に
あ
る
下

水
処
理
場（
中
川
処
理
セ
ン
タ
ー
）

ま
で
流
れ
て
い
き
、
そ
こ
で
処
理

さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
下
水
道
の
方
式
に
は
、
汚
水
と

雨
水
を
一
緒
に
排
水
す
る
「
合
流

式
下
水
道
」
と
、
汚
水
と
雨
水
を

別
々
に
排
水
す
る
「
分
流
式
下
水

道
」
と
が
あ
り
、
町
で
は
、
分
流

式
に
よ
る
下
水
道
を
整
備
し
て
い

ま
す
。 

　
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、 

ト
イ
レ
が
水
洗
化
さ
れ
ま
す 

い
つ
も
快
適
で
き
れ
い
な
ト
イ
レ

が
使
え
ま
す
。 

生
活
環
境
が
よ
く
な
り
ま
す 

汚
れ
た
水
を
直
接
下
水
道
に
流
す

の
で
、
側
溝
や
排
水
路
が
き
れ
い

に
な
り
、害
虫
や
伝
染
病
を
防
ぎ
、

嫌
な
に
お
い
も
し
ま
せ
ん
。 

川
や
海
が
よ
み
が
え
り
ま
す 

汚
れ
た
水
は
処
理
場
で
き
れ
い
に

し
て
か
ら
流
す
の
で
、
川
や
海
の

水
は
き
れ
い
な
ま
ま
で
す
。 

　
町
で
は
、
町
全
体
面
積
１
’
４

８
０
ha
の
う
ち
、
１
’
０
６
０
ha

を
下
水
道
処
理
計
画
区
域
と
し
て

定
め
、
順
次
整
備
を
進
め
て
い
ま

す
。 

　
現
在
、
公
共
下
水
道
が
使
え
る

区
域
は
、
４
５
４
・
６
２
ha
で
す
。 

　
こ
の
区
域
内
に
お
住
ま
い
の
方

は
、
下
水
道
に
接
続
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
公
共
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に

な
っ
た
区
域
の
く
み
取
り
便
所
は
、

３
年
以
内
に
水
洗
便
所
に
改
造
す

る
よ
う
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
し
尿
浄
化
槽
を

お
使
い
の
方
に
つ
い
て
も
、
で
き

る
だ
け
早
く
浄
化
槽
を
廃
止
し
て

公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。 

　
各
家
庭
か
ら
の
排
水
管
を
下
水

道
に
接
続
す
る
に
は
、
設
置
基
準

に
合
う
よ
う
排
水
設
備
の
工
事
を

す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

　
こ
の
工
事
は
、
必
ず
指
定
工
事

店
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
指
定
工
事
店
は
、
法
令
や
条
例

等
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
正
か
つ

円
滑
に
排
水
設
備
工
事
が
お
こ
な

え
る
技
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、

あ
ら
か
じ
め
町
が
指
定
し
た
業
者

で
す
。 

　
ま
た
、
排
水
設
備
工
事
に
必
要

な
資
金
を
指
定
の
金
融
機
関
か
ら

借
り
ら
れ
る
よ
う
融
資
の
あ
っ
せ

ん
も
行
っ
て
い
ま
す
。（
一
定
条
件

が
あ
る
た
め
、
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
） 

　
下
水
道
を
使
用
し
始
め
る
と
、

流
し
た
汚
水
の
量
に
応
じ
て
「
下

水
道
使
用
料
」
を
お
支
払
い
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
下
水
道
使
用
料
は
、
上
水
道
の

使
用
水
量
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
、

水
道
料
金
と
合
算
し
、
２
か
月
に

１
度
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。 

　
下
水
道
は
正
し
く
使
っ
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

　
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。 

排
水
口
は
　 

　
台
所
、
浴
室
な
ど
の
排
水
口
に

は
、
調
理
く
ず
や
ご
み
が
流
れ
込

ま
な
い
よ
う
に
、
必
ず
網
な
ど
を

つ
け
、
い
つ
も
き
れ
い
に
し
ま
し

ょ
う
。 

食
用
油
は 

　
調
理
く
ず
や
い
ら
な
く
な
っ
た

食
用
油
は
、
絶
対
に
流
さ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

水
洗
ト
イ
レ
は 

　
便
器
に
は
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー

パ
ー
以
外
は
流
さ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
下
水
管
に
つ
ま
っ
た

ら
大
変
で
す
。 

　
下
水
道
は
、
私
た
ち
の
生
活
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
今
後
も
下
水
道

事
業
に
つ
き
ま
し
て
ご
理
解
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
そ
の
他
疑
問
点
、
ご
相
談
は
下

水
道
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

　
　
下
水
道
課
　
２
４
３
４ 

内 

問 

汚水ますの点検や管の清掃を、町か
らの依頼のように見せかける業者が
おりますが、下水道課では委託やあ
っせんは一切行ってお
りません。 
不審に思ったときは… 
下水道課排水設備係   
　２４３４まで    内 

９月１０日は何の日！何の日！�９月１０日は何の日！何の日！�９月１０日は何の日！�
　みなさん、「下水道の日」をご存知ですか？
９月１０日は下水道の日です。 
　普段は見ることのない下水道ですが、町の
状況を紹介いたしますので、この機会に下水
道について、ぜひ考えてみてください。 

下
水
道
の
し
く
み�

下
水
道
の
役
割�

下
水
道
の
使
用
料
は�

下
水
道
整
備
状
況�

下
水
道
へ�

早
め
の
接
続
を�

下
水
道
に�

接
続
す
る
に
は�

下
水
道
の�

正
し
い
使
い
方�

下水道は、大きく分けると、次のような仕組みとなっています。�

点検商法にご注意を！�点検商法にご注意を！�点検商法にご注意を！�
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安
心
し
て
水
を
ご
使
用
い
た
だ

け
る
よ
う
、
水
道
課
で
は
水
質
検

査
計
画
を
策
定
し
、
定
期
的
に
検

査
を
行
い
、
安
全
を
確
認
し
て
い

ま
す
。 

　
下
記
の
結
果
は
、
平
成
１６
年
６

月
度
、
浄
水
場
お
よ
び
配
水
場
に

お
け
る
月
例
水
質
検
査
の
結
果
で

す
。 

　
そ
の
他
に
つ
い
て
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
水
道
課
窓
口
に

て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

　
今
後
も
安
定
し
た
水
の
供
給
の

た
め
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

平成１６年度水質検査結果（６月） 

水質基準項目 

基０１ 

基０２ 

基０３ 

基０４ 

基０５ 

基０６ 

基０７ 

基０８ 

基０９ 

基１０ 

基１１ 

基１２ 

基１３ 

基１４ 

基１５ 

基１６ 

基１７ 

基１８ 

基１９ 

基２０ 

基２１ 

基２２ 

基２３ 

基２４ 

基２５ 

一般細菌 

大腸菌 

カドミウム及びその化合物 

水銀及びその化合物 

セレン及びその化合物 

鉛及びその化合物 

ヒ素及びその化合物 

六価クロム化合物 

シアン化物イオン及び 
塩化シアン 

硝酸態・亜硝酸態窒素 

フッ素及びその化合物 

ホウ素及びその化合物 

四塩化炭素 

１，４ｰジオキサン 

１，１ｰジクロロエチレン 

シスｰ１，２ｰジクロロエチレン 

ジクロロメタン 

テトラクロロエチレン 

トリクロロエチレン 

ベンゼン 

クロロ酢酸 

クロロホルム 

ジクロロ酢酸 

ジブロモクロロメタン 

臭素酸 

　　０ 個/� 

　　不 検 出 

０.００１未満 �/� 

０.００００５未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００２ �/� 

０.００５未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.１未満 �/� 

０.０８未満 �/� 

０.０４ �/� 

０.０００２未満 �/� 

０.００５未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００２未満 �/� 

０.０１２ �/� 

０.００４未満 �/� 

０.０１６ �/� 

０.００１未満 �/� 

　　０ 個/� 

　　不 検 出  

０.００１未満 �/� 

０.００００５未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００５未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

１.５ �/� 

０.１０ �/� 

０.０５ �/� 

０.０００２未満 �/� 

０.００５未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００２未満 �/� 

０.０１７ �/� 

０.００９ �/� 

０.００３ �/� 

０.００１未満 �/� 

1�中１００以下 

　　不 検 出  

０.０１ �/�以下 

０.０００５ �/�以下 

０.０１ �/�以下 

０.０１ �/�以下 

０.０１ �/�以下 

０.０５ �/�以下 

０.０１ �/�以下 

１０ �/�以下 

０.８ �/�以下 

１ �/�以下 

０.００２ �/�以下 

０.０５ �/�以下 

０.０２ �/�以下 

０.０４ �/�以下 

０.０２ �/�以下 

０.０１ �/�以下 

０.０３ �/�以下 

０.０１ �/�以下 

０.０２ �/�以下 

０.０６ �/�以下 

０.０４ �/�以下 

０.１ �/�以下 

０.０１ �/�以下 

配水場 浄水場 基準値 水質基準項目 配水場 浄水場 基準値 

基２６ 

基２７ 

基２８ 

基２９ 

基３０ 

基３１ 

基３２ 

基３３ 

基３４ 

基３５ 

基３６ 

基３７ 

基３８ 

基３９ 

基４０ 

基４１ 

基４２ 

基４３ 

基４４ 

基４５ 

基４６ 

基４７ 

基４８ 

基４９ 

基５０ 

 

総トリハロメタン 

トリクロロ酢酸 

ブロモジクロロメタン 

ブロモホルム 

ホルムアルデヒド 

亜鉛及びその化合物 

アルミニウム及びその化合物 

鉄及びその化合物 

銅及びその化合物 

ナトリウム及びその化合物 

マンガン及びその化合物 

塩化物イオン 

Ｃａ、Ｍｇ等（硬度） 

蒸発残留物 

陰イオン界面活性剤 

ジェオスミン 

２ｰメチルイソボルネオール 

非イオン界面活性剤 

フェノール類 

有機物等 

ＰＨ値 

味 

臭気 

色度 

濁度 

０.０４７ �/� 

０.０１未満 �/� 

０.０１２ �/� 

０.００７ �/� 

０.００８ �/� 

０.００５未満 �/� 

０.０２未満 �/� 

０.０３未満 �/� 

０.０１未満 �/� 

６１.４ �/� 

０.００５未満 �/� 

９２.２ �/� 

１１０ �/� 

３３４ �/� 

０.０２未満 �/� 

　　　　　ー �/� 

　　　　　ー �/� 

０.００５未満 �/� 

０.００５未満 �/� 

２.８ �/� 

　  　７.５ 

　  異常なし 

　  異常なし 

1未満   度 

０.１未満   度 

０.０３０未満 �/� 

０.０１ �/� 

０.０１０ �/� 

０.００１未満 �/� 

０.００９ �/� 

０.０１１ �/� 

０.０２未満 �/� 

０.０３未満 �/� 

０.０１未満 �/� 

１１.７ �/� 

０.００５未満 �/� 

１６.８ �/� 

６０.４ �/� 

１３８ �/� 

０.０２未満 �/� 

　　　　　ー �/� 

　　　　　ー �/� 

０.００５未満 �/� 

０.００５未満 �/� 

２.０ �/� 

　  　７.２ 

　  異常なし 

　  異常なし 

1未満   度 

０.１未満   度 

０.１ �/�以下 

０.２ �/�以下 

０.０３ �/�以下 

０.０９ �/�以下 

０.０８ �/�以下 

１ �/�以下 

０.２ �/�以下 

０.３ �/�以下 

１ �/�以下 

２００ �/�以下 

０.０５ �/�以下 

２００ �/�以下 

３００ �/�以下 

５００ �/�以下 

０.２ �/�以下 

０.００００１ �/�以下 

０.００００１ �/�以下 

０.０２ �/�以下 

０.００５ �/�以下 

５ �/�以下 

５.８.以上８.６以下 

異常でないこと 

異常でないこと 

５   度以下 

２   度以下 

（浄水） 

問い合わせ先　伊奈町水道課 
　　　　　　　�７２１―５５５５ 

平成１６年度６月度

水 質 検 査 結 果水 質 検 査 結 果 �水 質 検 査 結 果水 質 検 査 結 果 �水 質 検 査 結 果水 質 検 査 結 果 �水 質 検 査 結 果 �
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